
第８期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　この度の東日本大震災により被災を受けられた皆様には、謹んでお見

舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

　さて、当社第８期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インター

ネット等）＊により議決権を行使することができますので、お手数なが

ら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成２３年６月２３日

（木曜日）午後５時１０分までに、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表

示の上ご返送いただくか、後述の「電磁的方法による議決権行使につい

て」（５７ページから５８ページ）をご高覧の上、議決権を行使していただ

きますようお願い申しあげます。

　＊［インターネットによる議決権行使の場合］

　　当社所定の議決権行使ウェブサイト（http : //www.it-soukai.com/）へアクセス

敬　具　

証券コード　８３７７

平 成 ２３ 年 ６ 月 ２ 日

株　主　各　位
富山市堤町通り一丁目２番２６号

取締役社長　髙　木　繁　雄　

記
１．日　　時　　平成２３年６月２４日（金曜日）　午前１０時
２．場　　所　　富山市堤町通り一丁目２番２６号
　　　　　　　　株式会社北陸銀行本店　６階会議室

末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお、会場が満席と
なった場合は、第２会場等をご案内させていただきますので、
ご了承いただきますようお願い申しあげます。
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３．目的事項

　　報告事項　　 第８期（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）事業報告、計算書類、連結
計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

　　決議事項

　　　第１号議案　剰余金の配当の件
　　　第２号議案　取締役８名選任の件
　　　第３号議案　監査役２名選任の件
　　　第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　　　第５号議案　退任監査役に対する弔慰金および退職慰労金贈呈の件
４．議決権行使についてのご案内

　⑴　 議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

　⑵　 議決権行使書面により、複数回議決権を行使された場合は、最後に当
社に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

　⑶　 電磁的方法により、複数回議決権を行使された場合は、最後に行われ
たものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

　⑷　 議決権行使書面と電磁的方法により、重複して議決権を行使された場
合は、電磁的方法による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いい
たします。

　⑸　 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
方１名を代理人として、株主総会にご出席いただけます。ただし、議
決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面のご提出が必要とな
りますのでご了承ください。

以　上　

※ 　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
※ 　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http : //www.hokuhoku-fg.
co.jp/）に掲載させていただきます。

※　当日の受付開始は、午前９時を予定しております。
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第８期定時株主総会招集ご通知　添付書類

第８期〔平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで〕事業報告

１．当社の現況に関する事項
　⑴　企業集団の事業の経過及び成果等
　〔企業集団の主要な事業内容〕
　　�　当社グループは、金融持株会社である当社、子会社１１社及び関連会
社１社で構成され、北海道、北陸三県、東京・名古屋・大阪の三大都
市圏に拠点を持つ広域地域金融グループを形成しており、中核を担う
北陸銀行と北海道銀行を中心に、リース、クレジットカード、ベンチ
ャーキャピタル、ソフトウェア開発、サービサー業務等、お取引先の
広範なニーズに対応する総合金融サービスを提供しております。

　〔金融経済環境〕
　　�　当期のわが国経済は、生産活動の回復傾向や政府の経済対策による
個人消費の持続などにより、緩やかな持ち直しの動きが続いていたも
のの、依然として雇用情勢では厳しさが続いており、期末にかけて
は、３月に発生した東日本大震災の影響により経済活動は大きく停滞
しました。

　　�　金融面では、夏場以降に円高が進展し、輸出産業を中心に影響を受
けました。政府は６年半ぶりとなる為替介入を実施し、震災の対応と
して追加的な金融緩和措置が逐次実施されました。

　　�　一方、当社グループの主要営業地域である北陸三県においては、製
造業では持ち直しの動きがみられ、個人消費も全体的に下げ止まりつ
つありました。北海道においても、個人消費の押し上げに加え、海外
客の増加や輸出の増加など道外需要による下支えにより、持ち直しの
動きが続いておりました。しかしながら、両地域共に公共投資は減少
しており、期末にかけては、大震災による間接的な影響も広がりを見
せました。

　〔企業集団の事業の経過及び成果〕
　　�　このような環境の中、当社グループは、「地域共栄」を経営理念に
掲げ、北陸銀行・北海道銀行の両行が持つノウハウ、情報、国内・海
外のネットワークなどを最大限に活用し、お客さまの利便性向上に資
する質の高い金融サービスを提供することで、地域経済の発展に貢献
するとともに、企業価値の向上に努めてまいりました。

　　�　中小企業等、法人のお客さまには金融円滑化への取り組みへの強化
を続けており、政府の施策による「緊急保証融資」にも積極的に取り
組み、引き続き地域経済への円滑な資金供給に努めております。ま
た、当社グループの強みである広域地域金融グループとしての機能を
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活かし、ビジネスマッチングや問題解決型の金融サービスの提供、そ
して地域企業の海外進出支援等を引き続き積極的に行ってまいりまし
た。販路・仕入先の拡大を狙いに、国内各地や中国、シンガポール等
で商談会を開催した他、中国においては新たな経済協力協定の締結も
行う等、お取引先の新たなビジネスチャンスの創出を支援いたしまし
た。また、平成２３年１月には北陸銀行で大連駐在員事務所を開設、当
社グループとしては７か所目の海外拠点となり、支援体制を一層充実
させております。

　　�　個人のお客さまに対しましては、落ち着いた雰囲気で資産運用や住
宅ローンの相談を受けられるよう「相談ブース」を整備する一方、雇
用環境の変化に親身にお応えできるよう「ローン返済等に関するご相
談窓口」を設置するなど、親しまれる店頭づくりに努めました。

　　�　また、東日本大震災においては、休日営業も含めた窓口の設置や震
災ご相談フリーダイヤルの設置などにより円滑な金融サービスの提供
に努めました。

　　�　経営効率化につきましては、引き続き経費の抑制を徹底する一方
で、顧客の利便性・セキュリティ向上のための戦略的投資を行い、
「ＭＥＪＡＲ（横浜銀行、北陸銀行及び北海道銀行との３行共同利用シ
ステム）」移行を控え、万全な体制整備に継続的に取り組んでまいり
ました。

　　�　地域貢献につきましては、本業を通じた活動として、社会問題とな
っている振り込め詐欺の未然防止に積極的に取り組んでおり、講師を
派遣しての「出前講座」を実施する等の啓蒙活動にも取り組んでおり
ます。芸術文化支援として、クラシックコンサート等の継続開催や、
大学での寄附講座等の金融教育にも力を入れております。

　　�　当社グループの当期の連結業績につきましては、貸出金の期末残高
は個人ローンの順調な増加と公金貸出が増加しましたことから前期末
比２，４３４億円増加し７兆２，２４６億円、預金・譲渡性預金の期末残高は個
人預金の増加を主因に前期末比４，０８３億円増加の９兆４，９１７億円となり
ました。

　　�　連結経常収益は、有価証券利息配当金が増加したものの、金利低下
による貸出金利息収入の減少や、外国為替取引が低調に推移し外為売
買益が減少したこと等から前期比１２０億円減少し２，１４６億円となりまし
た。経常費用は、ＭＥＪＡＲ移行に向けてのシステム投資等を主因に
経費は増加いたしましたが、積極的な企業再生への取り組みによる与
信費用の減少や、金利の低下による預金利息が減少した結果、前期比
１３８億円減少し１，７７４億円となりました。

　　�　以上の結果、連結経常利益は前期比１８億円増加し３７２億円、連結当
期純利益は、８億円減少の１８４億円となりました。
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　　�　なお、当期の１株当たり期末配当につきましては、普通株式は２５銭
増配し３円７５銭、第１回第５種優先株式については、所定の７円５０銭
の配当実施を株主総会にお諮りするものであります。

　　　主要な子会社の業績につきましては、以下のとおりとなりました。

　　【北陸銀行（単体）の業績及び預貸金期末残高】 　（単位：億円）

平成２１年度 平成２２年度 増減

コ ア 業 務 純 益 ３８３ ３４６ △３６

与 信 費 用 １３４ ７１ △６３

有価証券関係損益 △２４ △２８ △　３

経 常 利 益 １９９ ２２９ ２９

当 期 純 利 益 １５６ １１９ △３７

平成２１年度 平成２２年度 増減

貸 出 金 ４１，４２６ ４２，５２３ １，０９６

預金・譲渡性預金 ５３，０６７ ５４，３９９ １，３３１

　　【北海道銀行（単体）の業績及び預貸金期末残高】 　（単位：億円）

平成２１年度 平成２２年度 増減

コ ア 業 務 純 益 ２８１ ２２１ △６０

与 信 費 用 １２０ ７４ △４５

有価証券関係損益 ２７ １７ △　９

経 常 利 益 １６９ １４１ △２８

当 期 純 利 益 １０３ ７７ △２６

平成２１年度 平成２２年度 増減

貸 出 金 ２８，５１０ ２９，８８８ １，３７７

預金・譲渡性預金 ３８，１３６ ４０，８３９ ２，７０３
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　〔企業集団の対処すべき課題〕
　　 　当社は、平成２２年４月から平成２５年３月までの３年間を「持続的成
長に向けた新たな挑戦の期間」と位置付け、中期計画 �Road to 10�
に取り組んでおります。従来から取り組んできた経営の３つの柱「営
業力の強化」「経営の効率化」「経営基盤の安定化」を更に進め、預金
量１０兆円金融グループへ向けて着実に足固めを行ってまいります。

　　「営業力の強化」
　　　 　「Retail（リテール）～親しまれる～」「Relation（リレーション）

～頼りにされる～」「Region（リージョン）～地域密着～」の、�ト
リプルＲ� を実践してまいります。

　　　 　「リテール」においては、顧客セグメント別マーケティング、保
証協会保証付貸出などを中心としたスモールビジネス取引拡大、金
融円滑化への対応強化、住宅ローンの推進、給振・年金振込先の増
強などにより、取引先数拡大と取引多面化・メイン化を進めてまい
ります。

　　　 　「リレーション」においては、顧客のライフサイクルに応じた相
談・提案、地銀随一の充実したネットワーク活用による海外ビジネ
ス支援など、活発なソリューション営業を展開してまいります。

　　　 　「リージョン」においては、農業・医療・環境など地域の成長業
種支援や、企業誘致、産学官連携の取り組み、ＣＳＲへの取り組み
などを通じて、地域に資する活動を行ってまいります。

　　「経営の効率化」
　　　 　平成２３年５月に、横浜銀行との共同開発による新オンラインシス

テム（ＭＥＪＡＲ）へ移行しております。新システムの戦略的活用
により、事務の共通化、バックオフィスの共同化、開発コストの低
減やグループのシナジー効果を追求してまいります。

　　「経営基盤の安定化」
　　　 　効率的な経営のもとに安定的な収益を積上げ、新自己資本比率規

制やＩＦＲＳ等の制度変更にも対応できる自己資本の質の向上を図
り、地域経済への円滑な金融機能発揮に努めてまいります。

　　 　以上の取り組みを着実に進め、「地域から親しまれ、頼りにされる
金融グループ」として、株主、お客さまからの評価を向上させてまい
りたいと考えております。
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　⑵　企業集団及び当社の財産及び損益の状況
イ　企業集団の財産及び損益の状況 （単位：百万円）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

連 結 経 常 収 益 ２６１，２５７ ２３９，６４８ ２２６，７５８ ２１４，６７２

連 結 経 常 利 益 ６６，３１７ ２１，３９９ ３５，４１３ ３７，２２０

連 結 当 期 純 利 益 ３８，６４０ ３７，０３４ １９，２１２ １８，４０４

連 結 純 資 産 額 ４５４，４２８ ４４１，６６４ ４１２，３２４ ４２６，６５８

連 結 総 資 産 ９，５６７，９６４ ９，９２９，０８６ １０，１０７，２０８ １０，５８５，０５４

（注）　１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
　　　２ ．平成２２年度の状況については、前記「⑴企業集団の事業の経過及び成

果等」のとおりであります。
　　　３ ．平成１９年度に第１回第１種優先株式の一部取得及び消却を行い、資本

剰余金が４０，０１５百万円減少しております。
　　　４ ．平成２０年度に第１回第１種優先株式及び第１回第４種優先株式の一部

取得及び消却を行い、資本剰余金が３０，１１０百万円減少しております。
　　　５ ．平成２１年度に第１回第１種優先株式及び第１回第４種優先株式の全部

取得及び消却を行い、資本剰余金が６９，９０３百万円減少しております。

ロ　当社の財産及び損益の状況 （単位：百万円）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

営業収益 ８，０３２ ８，４２４ ６，６３９ ８，１３０

受取配当金 ７，３４９ ７，６８６ ５，９４５ ７，３６９

銀行業を営む子会社 ７，３４５ ７，６８３ ５，９４１ ７，３６６

その他の子会社等 ３ ３ ３ ３

当期純利益 ７，０６２ １２，９２３ １５，５７１ ７，３２６

１株当たりの当期純利益 ３円１０銭 ７円５６銭 １０円０４銭 ４円１１銭

総資産 ３６４，５０２ ３４１，１６１ ２６０，６７５ ２５１，４０６

銀行業を営む子会社株式等 ３１１，４２１ ２８５，６７６ ２２４，９０５ ２２４，９０５

その他の子会社株式等 ２，９５１ ２，９５１ ２，９５１ ２，９５１

（注）　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

⑶　企業集団の使用人の状況

当年度末 前年度末

北陸銀行 北海道銀行 その他 銀行業 リース業 その他事業

使用人数 人２，８６２　 人２，１８０　 人４２７　 人４，６４８　 人２６　 人３９４　

（注）　使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
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　⑷　企業集団の主要な営業所等の状況
イ　株式会社北陸銀行
　　　富　山　県：本店営業部、高岡支店、ほか８８店 （前年度末９０店）
　　　石　川　県：金沢支店、ほか３５店 （前年度末３６店）
　　　福　井　県：福井支店、ほか２１店 （前年度末２２店）
　　　北　海　道：札幌支店、ほか１９店 （前年度末２０店）
　　　京 浜 地 区：東京支店、ほか８店 （前年度末 ９店）
　　　名古屋地区：名古屋支店、ほか２店 （前年度末 ３店）
　　　京阪神地区：大阪支店、ほか３店 （前年度末 ４店）
　　　そ　の　他：３店 （前年度末 ３店）
ロ　株式会社北海道銀行
　　　北　海　道：本店営業部、旭川支店、ほか１３４店 （前年度末１３６店）
　　　京 浜 地 区：東京支店 （前年度末 １店）
　　　東 北 地 区：仙台支店 （前年度末 １店）
ハ　その他
　　北銀リース株式会社：本社、金沢支店ほか
　　株式会社北陸カード：本社、金沢支店ほか

⑸　企業集団の設備投資の状況
イ　設備投資の総額 （単位：百万円）

北陸銀行 北海道銀行 その他 合　計

設備投資の総額 ４，８５０ ５，０９３ ４２３ １０，３６８

（注） 　北海道銀行の金額には、その他資産に計上している稼働前システム開発投
資も含めております。

ロ　重要な設備の新設等 （単位：百万円）

会社名 内　容 金　額

株式会社北陸銀行 ＭＥＪＡＲ移行にむけたシステム開発投資等 ４，０４５

株式会社北海道銀行
ＭＥＪＡＲ移行にむけたシステム開発投資等及
び室蘭支店ほか営業店舗等の取得並びに改修等

４，５７５

⑹　重要な親会社及び子会社等の状況
イ　親会社の状況
　　該当事項はありません。
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ロ　子会社等の状況

会　社　名 所在地 主要業務内容 設　立
年月日 資本金

当社が有
する子会
社等の議
決権比率

その他

株式会社北陸銀行 富山市 銀行業務 昭和１８年
７月３１日

百万円　

１４０，４０９
％

１００．００　　　 注４

株式会社北海道銀行 札幌市 銀行業務 昭和２６年
３月５日 ９３，５２４ １００．００　 注４

北銀リース株式会社 富山市 リース業務 昭和５８年
７月２１日 １００ ７０．２５　

株式会社北陸カード 富山市 クレジットカード業務 昭和５８年
３月２日 ３６ ８７．３９　

北陸保証サービス
株式会社 富山市 信用保証業務 昭和５３年

１２月１２日 ５０ １００．００　

北銀ソフトウエア
株式会社 富山市 ソフトウェア業務 昭和６１年

５月１日 ３０ １００．００　

ほくほく債権回収
株式会社 富山市 サービサー業務 平成１５年

１２月５日 ５００ １００．００　

北銀ビジネスサービス
株式会社 富山市 文書管理、事務集中処

理業務、人材派遣業務
昭和２８年
３月２５日 ３０（１００．００）

Hokuriku
International Cayman
Limited

英国領
ケイマン
諸島

金融業務 平成５年
４月２７日

米ドル　

１，０００（１００．００）

道銀ビジネスサービス
株式会社 札幌市

文書管理、現金等の整
理・精算、事務集中処
理業務

昭和５４年
６月８日 ５０（１００．００）

道銀カード株式会社 札幌市 クレジットカード業務、
信用保証業務

昭和５２年
６月１３日 １２０（１００．００）

（注）　１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
　　　３．議決権比率欄の（　　）内は、間接議決権比率であります。
　　　４ ．株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行は、株式会社横浜銀行及び

株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で、システム共同利用に向け
ての共同開発を行っております。

　⑺　主要な借入先
該当事項はありません。

　⑻　事業譲渡等の状況
　該当事項はありません。

　⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社役員に関する事項
　⑴　会社役員の状況� 　（年度末現在）

氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他

髙木繁雄 代表取締役社長
株式会社北陸銀行　代表取締役頭取
富山経済同友会代表幹事

堰八義博 代表取締役副社長 株式会社北海道銀行　代表取締役頭取

川合　哲
取締役、
監査グループ担当（副担当）

株式会社北陸銀行　代表取締役副頭取

笹原晶博 取締役 株式会社北海道銀行　代表取締役副頭取

岩﨑民憲 取締役 株式会社北陸銀行　取締役専務執行役員

木谷哲也
取締役
リスク管理グループ担当
監査グループ担当（主担当）

庵　栄伸
取締役
企画グループ・
総務グループ担当

株式会社北陸銀行　常務執行役員

大島雄次 取締役（社外取締役） 明治安田生命保険相互会社　特別顧問

松本雅登 常勤監査役

南　義弘 監査役（社外監査役）
トナミホールディングス株式会社
代表取締役会長

林　則清 監査役（社外監査役） 株式会社日立情報システムズ　顧問

平瀬　隆 監査役 株式会社北陸銀行　常任監査役

（注） 　監査役石黒靖尋氏が平成２３年１月１３日に逝去のため退任し、同日、補欠監査役平
瀬隆が監査役に就任しております。

当事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

近藤政道 平成２２年６月２５日 任期満了
取締役、株式会社北海道銀行代表取締
役副頭取

相馬彰彦 平成２２年６月２５日 任期満了
取締役、リスク管理グループ担当　監
査グループ担当（主担当）、株式会社北
陸銀行取締役

石黒靖尋 平成２３年１月１３日 逝去
社外監査役、DCMホールディングス株
式会社代表取締役相談役
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　⑵　会社役員に対する報酬等� （単位：百万円）

区　分
報酬等 定款又は株主総会で定められた

報酬限度額人　数 支給額

取締役 １０　人 １２８ 月額２０百万円以内

監査役 ４　人 ３９ 月額４百万円以内

計 １４　人 １６７

（注）　１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　　　２ ．報酬限度額は、平成１６年６月２９日開催の第１期定時株主総会において

決議いただいております。
　　　３ ．当事業年度末現在の取締役８名及び監査役４名と、当事業年度中に退

任された取締役２名及び監査役１名とを合わせ、このうち無報酬の監査
役１名を除いて表示しております。

　　　４ ．支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額及び当事業
年度に支払った役員退職慰労金（過年度の事業報告において計上したも
のを除く）を含めて計上しており、その金額は、下記のとおりでありま
す。

　　　　　　役員退職慰労引当金繰入額　取締役３２百万円、監査役１０百万円
　　　　　　役員退職慰労金　　　　　　取締役１百万円
　　　５ ．なお、平成２２年６月２５日開催の第７期定時株主総会決議に基づき支

払った役員退職慰労金の総額は、以下のとおりであります。
　　　　　　 取締役７名に対し７４百万円（うち過年度の事業報告において計上し

た役員退職慰労引当金の繰入額７２百万円）
　　　　　　 監査役１名に対し２６百万円（うち過年度の事業報告において計上し

た役員退職慰労引当金の繰入額２６百万円）

３．社外役員に関する事項
　⑴　社外役員の兼任その他の状況

氏　名 兼任その他の状況

大島雄次 明治安田生命保険相互会社　特別顧問

南　義弘 トナミホールディングス株式会社　代表取締役会長

石黒靖尋 DCMホールディングス株式会社　代表取締役相談役

林　則清 株式会社日立情報システムズ　顧問

（注） 　社外監査役林則清の三親等内の親族（弁護士）が、当社の子会社であるほ
くほく債権回収株式会社の取締役に就任しております。
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　⑵　社外役員の主な活動状況

氏　名 在任期間
取締役会への
出席状況　　

取締役会における発言
その他の活動状況　　

大島雄次 ６年７か月
当期開催の取締役
会１０回全てに出席
しました。

金融機関経営の豊富な経験を活かし
た経営全般に対する発言を行ってお
ります。

南　義弘 ７年７か月

当期開催の取締役
会１０回中９回、監
査役会６回全てに
出席しました。

企業経営者としての豊富な経験を活
かした経営全般に対する発言、監査
結果についての意見交換、監査に関
する協議等を行っております。

石黒靖尋 ６年５か月

在任中、当期開催
の取締役会６回、
監査役会４回に出
席しました。

企業経営者としての豊富な経験を活
かした経営全般に対する発言、監査
結果についての意見交換、監査に関
する協議等を行っております。

林　則清 ７年７か月

当期開催の取締役
会１０回、監査役会
６回全てに出席し
ました。

危機管理・コンプライアンスに関す
る知見を活かした発言、監査結果に
ついての意見交換、監査に関する協
議等を行っております。

　⑶　責任限定契約

氏　　名 責任限定契約の内容の概要

大　島　雄　次

会社法第４２３条第１項の責任について、その職務を行うにつ
き善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第
４２５条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償
責任を負担する契約を締結しております。

南　　　義　弘 同　　上

石　黒　靖　尋 同　　上

林　　　則　清 同　　上

　⑷　社外役員に対する報酬等 （単位：百万円）

区　分
当社からの報酬等

当社の親会社等からの報酬等
人　数 支給額

報酬等の合計 ４　人 ２１ －

（注）　１ ．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　　　２ ．当事業年度末現在の取締役１名及び監査役２名と、当事業年度中に退

任された 監査役１名を合わせて表示しております。
　　　３ ．支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労金の引当金繰入額を含め

て計上しており、その金額は、取締役１百万円、監査役４百万円であり
ます。

　⑸　社外役員の意見
該当事項はありません。
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４．当社の株式に関する事項
　⑴　株式数
　　　①　発行する株式の総数
　　　　　普通株式 ２，８００，０００千株
　　　　　第１種優先株式 ４００，０００千株
　　　　　第２種優先株式 ２００，０００千株
　　　　　第３種優先株式 ２００，０００千株
　　　　　第４種優先株式 ９０，０００千株
　　　　　第５種優先株式 １１０，０００千株
　　　②　発行済株式の総数
　　　　　普通株式 １，３９１，６３０千株
　　　　　第１回第５種優先株式 １０７，４３２千株

　⑵　当年度末株主数
　　　　　普通株式 ４９，２８１名
　　　　　第１回第５種優先株式 １，５７２名

　⑶　大株主

株主の氏名又は名称

当社への出資状況

持　株　数
持株比率

普通株式 第１回第５種
優先株式 合　計

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
千株

８１，１０９　

千株

－　
千株

８１，１０９　

％

５．４１　　

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ４１，５２２ － ４１，５２２ ２．７７

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 ３３，９５４ － ３３，９５４ ２．２６

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） ２６，９８９ － ２６，９８９ １．８０

株式会社みずほコーポレート銀行 ２４，３６３ － ２４，３６３ １．６２

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 ２３，６０６ － ２３，６０６ １．５７

北 陸 電 力 株 式 会 社 ２２，１１８ － ２２，１１８ １．４７

東京海上日動火災保険株式会社 ２０，４０７ ６００ ２１，００７ １．４０

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 １５，１２９ － １５，１２９ １．０１

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 １４，６４６ － １４，６４６ ０．９７

（注）　１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
　　　３ ．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口及び信託口４）

及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、
当該銀行の信託業務に係るものであります。
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５．当社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

６．会計監査人に関する事項
　⑴　会計監査人の状況� （単位：百万円）

氏名又は名称
当該事業
年度に係
る報酬等

その他

有限責任監査法人トーマツ
　指定有限責任社員　業務執行社員　由水　雅人
　指定有限責任社員　業務執行社員　齊藤　寿徳
　指定有限責任社員　業務執行社員　五十嵐康彦
　指定有限責任社員　業務執行社員　石尾　雅樹

２０ 該当ありません。

（注）　１ ．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と
金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区別しておりませんの
で、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２ ．当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は
１３５百万円であります。

　⑵　責任限定契約
該当事項はありません。

　⑶　会計監査人に関するその他の事項
イ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　　 　会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当する状況にあ
り、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査役会は、監査役全員の
同意により解任いたします。

　　 　また、当社都合の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由
の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会
の同意、又は請求により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案い
たします。

ロ． 会社法第４５９条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定
めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針

　　 　自己株式の取得について、会社法第４５９条第１項第１号の規定により、同
法第１６０条第１項の規定による決定をする場合以外の場合における同法第１５６
条第１項に掲げる事項を取締役会決議をもって定めることができる旨定款に
定めております。これらは、資本政策の弾力化・機動性の向上を図るためで
あります。

７．�財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針　
該当事項はありません。
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８．業務の適正を確保する体制
　⑴　�取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
　取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営の基本方針並びに業務
執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の職務
の執行を監督しております。また、取締役の株主総会での選任にあたっては、社
外取締役を推薦し、相互牽制機能の更なる強化を図っております。
　監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況に
関する調査等を行い、独立の機関として取締役の職務執行を監査しております。

　⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会は、取締役会規定及び文書管理規定等により、取締役の職務の執行に
係る情報の保存及び管理を行う体制を整備しております。

　⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　取締役会は、当社及びグループ各社を取り巻く様々なリスクの存在とそのコン
トロールの重要性を認識し、リスク管理の基本方針及びリスク管理規程を決定
し、管理体制を整備しております。また、災害等の不測の事態や危機に備えて、
コンティンジェンシープラン等を策定し、危機管理体制の確立を図っておりま
す。
　グループ各社は、当該基本方針に則り、各社のリスク管理部署の緊密な連携に
より、適切なリスク管理を実施しております。

　⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、基本職務及び業務機構・分掌事項の大綱などの組織に関する基準
を定め、当社及びグループ各社の業務執行が組織的かつ効率的に行われる体制を
確保しております。
　経営会議は、取締役会から権限の委譲を受け、定められた職務分掌に基づき、
迅速かつ効率的に業務を執行しております。
　また、テレビ会議システム等ＩＴの積極的な活用に取り組んでおります。

　⑸　�使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

　取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コ
ンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがすことを強く認識し、コンプライア
ンスの基本方針・コンプライアンス規定等の基本となる規定を策定しております。
　当社及びグループ各社は、上記基本規定に基づき、連携して誠実かつ公正な企
業活動を遂行しております。
　さらに、取締役会は、顧客保護等管理方針を定め、お客さまの利益保護に関す
る管理方針、管理態勢の整備に取り組んでおります。
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　役職員等が法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された通報・
相談窓口に報告する体制を確保しております。
　また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係
を遮断し、取引の防止に努めております。

　⑹　企業集団における業務の適正を確保するための体制
　取締役会は、グループ経営管理規程を定め、グループ各社が重要事項について
当社へ付議・報告する体制を整備し、内部監査部門から当社及びグループ各社に
おける、法令等遵守・リスク管理の状況及び業務の適切性・有効性についての監
査結果の報告を受け、グループ全体の経営管理を行っております。
　また、財務報告の適正性を確保するための体制整備を行い、財政状態及び経営
成績について、真実かつ明瞭な報告を行っております。

　⑺　�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項

　取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
は、当該意見を尊重するとともに、その専門性等に配慮し、必要な人材を配置し
ております。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動・
懲戒等については、予め監査役会の同意を得ることとしております。

　⑻　�取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役
への報告に関する体制

　取締役会は、監査役への報告に関する体制を以下のとおりとしております。
　　① 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は

監査役会に報告する。
　　② 予め監査役と取締役が協議して定めた取締役または使用人が行う監査役会

に対する報告事項については、実効的かつ機動的な報告体制を確保する。
　　③ 監査役は、必要に応じて取締役または使用人に対し報告を求めることがで

きる。

　⑼　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、監査役が実効性あ
る監査職務を円滑に遂行するための体制整備を求めた場合は十分に協議し対応し
ております。また、監査役会は代表取締役及び外部監査人と定期的に会合を行っ
ております。

９．会計参与に関する事項
該当事項はありません。

１０．その他
該当事項はありません。
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第８期末　連結貸借対照表
（平成２３年３月３１日現在）

 （単位：百万円）

科　　　　目 金　額 科　　　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 ４０６，８４８ 預 金 ９，３４７，０５７

コールローン及び買入手形 ８７，０５６ 譲 渡 性 預 金 １４４，６８６

買 入 金 銭 債 権 １１１，４５１ コールマネー及び売渡手形 ２０，０００

特 定 取 引 資 産 ９，３０３ 特 定 取 引 負 債 ２，６９０

金 銭 の 信 託 ３，９９４ 借 用 金 ３２７，７３８

有 価 証 券 ２，３２６，５０８ 外 国 為 替 １３１

貸 出 金 ７，２２４，６３６ 社 債 ４１，５００

外 国 為 替 １３，２３４ そ の 他 負 債 １５０，５１９

そ の 他 資 産 １６８，５６５ 退 職 給 付 引 当 金 ７，７７９

有 形 固 定 資 産 １１２，１６７ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ５２９

建 物 ３７，００１ 偶 発 損 失 引 当 金 ２，７７１

土 地 ６５，２８２ 睡眠預金払戻損失引当金 １，８５０

リ ー ス 資 産 １，０５９ 再評価に係る繰延税金負債 ８，９０１

建 設 仮 勘 定 ４４１ 支 払 承 諾 １０２，２４０

その他の有形固定資産 ８，３８２ 負 債 の 部 合 計 １０，１５８，３９５

無 形 固 定 資 産 ３６，４２５ （純 資 産 の 部）

ソ フ ト ウ エ ア ７，２７１ 資 本 金 ７０，８９５

の れ ん ２８，２０５ 資 本 剰 余 金 １５３，１８８

リ ー ス 資 産 １８６ 利 益 剰 余 金 １８２，１３１

その他の無形固定資産 ７６１ 自 己 株 式 △　　６００

繰 延 税 金 資 産 ６３，５７２ 株 主 資 本 合 計 ４０５，６１４

支 払 承 諾 見 返 １０２，２４０ その他有価証券評価差額金 １１，４１９

貸 倒 引 当 金 △８０，９５０ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ３

土 地 再 評 価 差 額 金 ８，６８３

その他の包括利益累計額合計 ２０，１０５

少 数 株 主 持 分 ９３８

純 資 産 の 部 合 計 ４２６，６５８

資 産 の 部 合 計 １０，５８５，０５４ 負債及び純資産の部合計 １０，５８５，０５４
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第８期　連結損益計算書
　平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

科　　　目 金　　　額

経 常 収 益 ２１４，６７２
資 金 運 用 収 益 １４８，４７５
貸 出 金 利 息 １２２，７４３
有 価 証 券 利 息 配 当 金 ２２，９６２
コールローン利息及び買入手形利息 ２９９
買 現 先 利 息 ４５
預 け 金 利 息 ７８０
そ の 他 の 受 入 利 息 １，６４４

役 務 取 引 等 収 益 ３９，０４５
特 定 取 引 収 益 １，２２５
そ の 他 業 務 収 益 ２２，４６４
そ の 他 経 常 収 益 　　　３，４６１　

経 常 費 用 １７７，４５２
資 金 調 達 費 用 １７，５１１
預 金 利 息 １３，１４１
譲 渡 性 預 金 利 息 ２７５
コールマネー利息及び売渡手形利息 ４
借 用 金 利 息 ２，２５６
社 債 利 息 １，２７９
そ の 他 の 支 払 利 息 ５５３

役 務 取 引 等 費 用 １２，４１４
そ の 他 業 務 費 用 １４，９６２
営 業 経 費 １０９，５８０
そ の 他 経 常 費 用 ２２，９８２
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 １３，３４９
そ の 他 の 経 常 費 用 　　　９，６３２　 　　　　　　

経 常 利 益 ３７，２２０
特 別 利 益 ６８
固 定 資 産 処 分 益 ０
償 却 債 権 取 立 益 ５６
そ の 他 の 特 別 利 益 　　　　１１　 　　　　　　

特 別 損 失 １，９９１
固 定 資 産 処 分 損 ２１５
減 損 損 失 ３５８
退 職 給 付 制 度 終 了 損 １，２４８
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 １５３
そ の 他 の 特 別 損 失 　　　　１４　 　　　　　　

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ３５，２９８
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 ５，７２７
過 年 度 法 人 税 等 ８２９
過 年 度 法 人 税 等 戻 入 額 △ 　５１
法 人 税 等 調 整 額 　　１０，２３４　

法 人 税 等 合 計 　　１６，７４０　
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 １８，５５７
少 数 株 主 利 益 　　　　１５２　
当 期 純 利 益 １８，４０４
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第８期　連結株主資本等変動計算書
　平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ７０，８９５ １５３，１８９ １７０，１００ △　　５８９ ３９３，５９５

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △６，４７５ － △６，４７５

当 期 純 利 益 － － １８，４０４ － １８，４０４

自 己 株 式 の 取 得 － － － △　　１３ △　　１３

自 己 株 式 の 処 分 － △　　０ － ２ １

土地再評価差額金の取崩 － － １０１ － １０１

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額（ 純 額 ） － － － － －

当連結会計年度変動額合計 － △　　　０ １２，０３０ △　　１０ １２，０１８

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ７０，８９５ １５３，１８８ １８２，１３１ △　　６００ ４０５，６１４

その他の包括利益累計額
少数株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

その他の
包括利益
累計額合計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ９，１８０ △　　１７ ８，７８４ １７，９４７ ７８１ ４１２，３２４

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △６，４７５

当 期 純 利 益 － － － － － １８，４０４

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △　　１３

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － １

土地再評価差額金の取崩 － － － － － １０１

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額（ 純 額 ） ２，２３８ ２０ △　１０１ ２，１５８ １５７ ２，３１５

当連結会計年度変動額合計 ２，２３８ ２０ △　１０１ ２，１５８ １５７ １４，３３４

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 １１，４１９ ３ ８，６８３ ２０，１０５ ９３８ ４２６，６５８
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連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類の作成方針
１． 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行
令第４条の２に基づいております。

２．連結の範囲に関する事項
　⑴　連結される子会社及び子法人等　　　　　　　　１１社
　　　　主要な会社名
　　　　　株式会社北陸銀行
　　　　　株式会社北海道銀行
　　　 　なお、北銀オフィス・サービス株式会社及び株式会社北銀コーポレートは清

算結了により、北銀不動産サービス株式会社は吸収合併により、子会社に該当
しないことになったことから、連結子会社から除外しております。

　⑵　非連結の子会社及び子法人等　　　　　　　　　２社
　　　　会社名
　　　　　道銀どさんこ１号投資事業有限責任組合
　　　　　道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合
　　　 　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に

見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合
う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から
除外しております。

３．持分法の適用に関する事項
　⑴　持分法適用の関連法人等　　　　　　　　　　　１社
　　　　会社名
　　　　　ほくほくキャピタル株式会社
　⑵　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等　　２社
　　　　会社名
　　　　　道銀どさんこ１号投資事業有限責任組合
　　　　　道銀どさんこ２号投資事業有限責任組合
　　　 　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）
等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えない
ため、持分法の対象から除いております。

４．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　　　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　　　３月末日　　１０社
　　　　１２月末日　　１社
　　 　連結される子会社及び子法人等の決算日が連結決算日と異なる１社について
は、連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。

５．のれんの償却に関する事項
　　 　のれんの償却については、５年間又は２０年間で均等償却を行っております。

会計処理基準に関する事項
１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
　　 　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変
動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」とい
う）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取
引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結
損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

　　 　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については
連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品につい
ては連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
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　　 　また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払
利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度
末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結
会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
　イ貎　 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のある株式については連結決算期
末前１カ月の市場価格の平均に基づく価格、それ以外については連結決算日
における市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平
均法による原価法により行っております。

　　　 　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

　ロ貎　 　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記１及び
２イ貎と同じ方法により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　 　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っ
ております。

４．減価償却の方法
　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　　 　当社及び銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、動産については定率

法、不動産については主として定額法を採用しております。なお、主な耐用年
数は次のとおりであります。

　　　　　建　物：６年～５０年
　　　　　その他：３年～２０年
　　　 　銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社の有形固定資産については、資産

の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　 　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフト

ウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間（主として５年）
に基づいて償却しております。

　③　リース資産
　　　 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形

固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によってお
ります。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあ
るものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．貸倒引当金の計上基準
　　 　銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則
り、次のとおり計上しております。

　　 　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻
先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」
という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の
帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営
破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と
認める額を計上しております。上記以外の債権については、一定の種類ごとに分
類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上
しております。

　　 　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実
施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　 　当社及び銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社においても同様に資産の自
己査定を行い、必要な引当を行っております。

－－２１



　　 　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額
から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は１２０，９３６百万円で
あります。

６．退職給付引当金の計上基準
　　 　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。ま
た、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりでありま
す。

　　　過去勤務債務　　： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８
年）による定額法により損益処理

　　　数理計算上の差異： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数（８年又は９年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

　　 　なお、会計基準変更時差異（２８，１９６百万円）については、主として１５年による
按分額を費用処理しております。

　　（追加情報）
　　 　子会社である株式会社北陸銀行において、平成２３年３月に適格退職年金制度を
廃止するとともに、同制度と退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ
移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第
１号）を適用しております。

　　 　本移行に伴う影響額は、特別損失として１，２４８百万円計上しております。
　　 　なお、本移行に伴い終了した部分に係る会計基準変更時差異については、同適
用指針第１５項に定める経過措置を適用し、４年定額法により費用処理しておりま
す。このため、一時に費用処理する方法に比べ、前払年金費用及び税金等調整前
当期純利益は７３８百万円多く計上されております。

７．役員退職慰労引当金の計上基準
　　 　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対す
る退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認め
られる額を計上しております。

８．偶発損失引当金の計上基準
　　 　偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度に基づく、将来発生す
る可能性のある負担金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外の偶
発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を
それぞれ計上しております。

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　　 　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの
払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認
める額を計上しております。

１０．外貨建資産・負債の換算基準
　　 　外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付して
おります。

１１．リース取引の処理方法
　　 　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年
４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引
に準じた会計処理によっております。

１２．重要なヘッジ会計の方法
　イ貎　金利リスク・ヘッジ
　　　 　銀行業を営む連結子会社の金融資産･負債から生じる金利リスクに対する

ヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債について、ヘッジ対象とヘッジ手
段を直接対応させる「個別ヘッジ」を適用し、繰延ヘッジによる会計処理ある
いは金利スワップの特例処理を行っております。

　　　 　ヘッジの有効性評価の方法については、リスク管理手続きに則り、ヘッジ指
定を行い、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段に
よってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評
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価しております。
　ロ貎　為替変動リスク・ヘッジ
　　　 　銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスク

に対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関
する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告
第２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。

　　　 　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リス
クを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手
段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポ
ジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し
ております。

　ハ貎　 　当社及び銀行業を営む連結子会社以外の連結子会社においては、デリバティ
ブ取引によるヘッジを行っておりません。

１３．消費税等の会計処理
　　 　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という）の会計処理は、税抜方式
によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会
計年度の費用に計上しております。

１４．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　　　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更
（持分法に関する会計基準）
　当連結会計年度から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第１６号平成２０年３
月１０日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務
対応報告第２４号平成２０年３月１０日）を適用しております。
　これによる連結財務諸表等に与える影響はありません。
（資産除去債務に関する会計基準）
　当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号平成
２０年３月３１日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第２１号平成２０年３月３１日）を適用しております。
　これにより、経常利益は８百万円減少し、税金等調整前当期純利益は１６２百万円減
少しております。

表示方法の変更
（連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書関係）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号平成２３年３月２５
日）により改正された「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式を適
用し、前連結会計年度における「評価・換算差額等」は当連結会計年度から「その他
の包括利益累計額」として表示しております。
（連結損益計算書関係）
　当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第
４１号平成２２年９月２１日）により改正された「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第
１０号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示しております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１． 貸出金のうち、破綻先債権額は１３，２４６百万円、延滞債権額は１７２，６６８百万円であ
ります。

　　 　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ
とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利
息不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６
条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生
じている貸出金であります。

　　 　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
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の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金であります。

２． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は７１９百万円であります。
　　 　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日か
ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ
ります。

３． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は３７，２３５百万円であります。
　　 　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延
滞債権に該当しないものであります。

４． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合
計額は２２３，８６９百万円であります。

　　 　なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
５． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取
引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷
付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は、６６，５７４百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　有価証券　　　　　　　　　４１０，７９４百万円
　　　　貸出金　　　　　　　　　　３１１，９６２百万円
　　　担保資産に対応する債務
　　　　預金　　　　　　　　　　　６０，３３４百万円
　　　　コールマネー　　　　　　　２０，０００百万円
　　　　借用金　　　　　　　　　　２１２，６００百万円
　　 　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用とし
て、有価証券２９８，４８１百万円、その他資産２１０百万円を差し入れております。

　　 　また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は６百万円、保証金は４，２６６百万
円であります。

７． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一
定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は２，２４８，８８３百万円であります。このうち原契約期間が１年
以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２，２００，２９８百万円あります。

　　 　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の
変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付け
られております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保
を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続きに基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

８． 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、株式
会社北陸銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差
額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　　再評価を行った年月日　　平成１０年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　　 　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第

２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格
の計算基礎となる土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

　　 　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末にお
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ける時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
２３，８００百万円

９．有形固定資産の減価償却累計額　　　　１００，２７０百万円
１０．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　３，８９６百万円
１１． 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後

特約付借入金１１３，５００百万円が含まれております。
１２． 社債のうち、劣後保証付永久劣後債は１６，５００百万円、劣後特約付期限付劣後債は

２５，０００百万円であります。
１３． 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する保証債務の額は１００，０２８百万円であります。
１４．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　２６７円１５銭

（連結損益計算書関係）
１． 「その他の経常費用」には、貸出金償却１，０３８百万円、株式等償却２，７６２百万円、
債権売却損１，３４１百万円を含んでおります。

２．１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　１２円０８銭
３． 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないので記載し
ておりません。

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

前連結会計
年度末株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計
年度末株式数 摘要

発行済株式
普通株式 １，３９１，６３０ － － １，３９１，６３０
第１回第５種優先株式 １０７，４３２ － － １０７，４３２

合計 １，４９９，０６２ － － １，４９９，０６２
自己株式
普通株式 ２，１２５ ７６ ７ ２，１９３ 注１
第１回第５種優先株式 － ０ － ０ 注２

合計 ２，１２５ ７７ ７ ２，１９４

注１　 普通株式の自己株式の株式数の増加７６千株は、単元未満株式の買取りによる増
加、減少７千株は、単元未満株主からの売渡請求による減少であります。

注２　 第１回第５種優先株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取
りによる増加であります。

２．当社の配当については、次のとおりであります。
　⑴　当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の
総額

１株当たり
の配当額 基準日 効力発生日

平成２２年６月２５日
定時株主総会

普通株式 ４，８６３百万円 ３．５０円
平成２２年３月３１日 平成２２年６月２８日

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 ７．５０円

平成２２年１１月１５日
取締役会

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 ７．５０円 平成２２年９月３０日 平成２２年１２月１０日

合計 ６，４７５百万円
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　⑵ 　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計
年度の末日後となるもの

　　 　平成２３年６月２４日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次の
とおり提案しております。

株式の種類 配当金の
総額 配当の原資 １株当たり

の配当額 基準日 効力発生日

普通株式 ５，２１０百万円 利益剰余金 ３．７５円
平成２３年３月３１日 平成２３年６月２７日

第１回第５種
優先株式 ８０５百万円 利益剰余金 ７．５０円

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　　 　当社グループは、預金、貸出業務等の銀行業務を中心に様々な金融サービス

を提供しております。
　　　 　貸出につきましては、地域経済との共栄を目指し、健全かつ適切な貸出運用

を図るとともに信用リスク管理の強化に努めております。有価証券につきまし
ては、リスク管理方針・規定等に基づいた厳格な運用を行っております。預金
につきましては、地域のみなさまへの金融サービスの拡充に努めることで、安
定的な調達を目指しております。借用金及び社債は、中長期的な資金調達とし
ております。

　　　 　当社グループが保有する貸出金等の金融資産と預金等の金融負債は期間構造
が異なるため、市場の金利変動等に伴うリスクに晒されていることから、資産
及び負債の総合的管理（以下「ALM」という）を行い、市場リスクを適切に
コントロールして安定的な収益を確保できる運営に努めております。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　　 　当社グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対する貸出

金、有価証券であります。貸出金につきましては、お取引先の財務状況の悪化
等により資産の価値が減少・消失し損失を被る信用リスクに晒されており、有
価証券につきましても、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格
の変動リスクに晒されておりますが、いずれも適切なリスク分散を図るよう努
めております。

　　　 　金融負債である預金や借用金は、市場環境の急変や当社グループの財務内容
の悪化等により、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされるな
どの流動性リスクに晒されております。

　　　 　株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行は通貨スワップ・為替予約・通貨
オプション取引等の通貨関連デリバティブ取引や、金利スワップ・金利先物・
金利キャップ取引等の金利関連デリバティブ取引を、各行自身のALM目的と、
お取引先の多様なニーズに応える目的で利用しております。これらのデリバ
ティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リ
スク等に晒されております。

　　　 　ただし、当社グループが保有する金融資産・金融負債で著しくリスクが高い
ものや、時価の変動率が高い特殊なデリバティブ取引の取り扱いはありません。

　　　 　なお、株式会社北陸銀行では一部の資産・負債をヘッジ対象として金利の変
動リスクに対してヘッジ会計を適用しておりますが、ヘッジ会計の適用に際し
ては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象と
ヘッジ手段を一体管理するとともに、ヘッジの有効性を評価しております。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　 　株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行では、リスク管理部署を設置して

「リスク管理基本規程」及びリスクに関する各種管理規定を定め、ALM委員会
や統合リスク管理委員会等を設置して、各種リスクの管理を行っております。
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　　①　信用リスクの管理
　　　　 　信用リスクの適切な管理・運営を行うことにより経営の健全性の確保と収

益力の向上に努める基本方針のもと、「信用リスク管理規定」等各種規定類
を制定し、業務推進部門と信用リスク管理部門の分離による内部牽制機能の
確保、「クレジットポリシー」に基づく厳正な審査と信用格付の付与、与信
集中リスク管理のための与信限度ラインの設定等による個別管理、自己査定
や信用リスク量の計測ならびに取締役会へのリスク状況の報告等を実施して
おります。

　　　　 　具体的には、個別案件毎に営業店が的確に分析・審査を行い、営業店長の
権限を越える場合は本部の審査部門でも分析・審査を行っております。審査
部門には業種・地域毎に専門の担当者を配置し、お取引先の特性に応じて営
業店への適切な助言・指導が行える体制を整備しております。

　　　　 　また、有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンター
パーティーリスクに関しては、リスク管理部署において、信用情報や取引状
況を定期的に把握・管理しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　　 　「市場リスク管理規定」等を定め、ALM委員会等を設置し、預貸金を含め

た市場リスクを適切にコントロールして、安定的な収益を確保できる運営に
努めております。

　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　　 　「金利リスク管理規定」等の諸規定にリスク管理方法や手続等の詳細を

明記し、リスク管理部署が定期的に金融資産及び負債の金利や期間を総合
的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等により金利リスク量をモニ
タリングするとともに、その結果をALM委員会等に報告・協議し、必要
な対策を講じる体制としております。また、金利リスクを適切にコント
ロールするために、金利リスク量に対する各種限度額を設定・管理し、
ALMの観点から金利の変動リスクをヘッジするための金利スワップ及び
金利キャップ等のデリバティブ取引を利用して金利リスクの軽減を図って
おります。

　　　ⅱ　為替リスクの管理
　　　　　 　外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを管理し、通貨スワップ等

を利用し、為替リスクの軽減を図っております。
　　　ⅲ　価格変動リスクの管理
　　　　　 　有価証券を含む投資商品の保有にあたり、経営会議等で定めた方針に基

づき、取締役会の監督の下、事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的
なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。な
お、両行が保有している株式の多くは、政策保有目的で保有しているもの
であり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしております。
また、有価証券については、バリュー・アット・リスク（VaR）等を用い
て市場リスク量を把握し、規定で定めた各種ルールの遵守状況等が管理さ
れており、取締役会及び経営会議等へ定期的に報告されております。

　　　ⅳ　デリバティブ取引
　　　　　 　デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務

管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、管理セ
クションが取引の確認、日々のポジションの時価評価・損益状況・リスク
量の計測を行い、一定の限度を超える損失が発生しないように管理してお
ります。

　　　ⅴ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　　 　当社グループでは、市場リスクに係る定量的情報について、株式会社北

陸銀行及び株式会社北海道銀行が、それぞれにおいて算定しております。
　　　　ア貎 トレーディング目的の金融商品
　　　　　ａ　北陸銀行
　　　　　　 　「特定取引資産」のうちの売買目的有価証券、「デリバティブ取引」の

うちトレーディング目的として保有している通貨関連及び金利関連の
一部に関するVaRの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間１０日、
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信頼区間９９％、観測期間２５０営業日）を採用しております。平成２３年３
月３１日現在で北陸銀行のトレーディング業務の市場リスク量（VaR）は
３１百万円であります。

　　　　　ｂ　北海道銀行
　　　　　　　トレーディング目的の金融商品はありません。
　　　　イ貎　トレーディング目的以外の金融商品
　　　　　ａ　北陸銀行
　　　　　　 　北陸銀行において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け

る主たる金融商品は、「買入金銭債権」、「貸出金」、「債券」、「預金」、「借
用金」、「デリバティブ取引」のうちの金利スワップ取引、金利キャップ
取引であります。特に金利リスクの影響を受ける主たる金融資産及び金
融負債については、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解
し、期間ごとの金利変動幅を用いて影響額を分析するほか、指標となる
金利が１００ベーシス・ポイント（１．００％）上昇を想定した資産負債の時
価変動額（１００BPV：１００ベーシス・ポイント・バリュー）を算出して
おり、平成２３年３月３１日現在の当該時価変動額は５０，６９１百万円の減少と
把握しております。当該時価変動額は、金利を除くリスク変数が一定の
場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮して
おりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場
合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　　　　　 　また、北陸銀行は、価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品で
ある、「債券」及び「上場株式」に対しては、VaRを算出しております。
VaRの算出にあたっては、分散共分散法（保有期間１２０日、信頼区間９９
％、観測期間２５０営業日）を採用しております。

　　　　　　 　平成２３年３月３１日現在の市場リスク量（VaR）は、「円貨債券」３１，１０６ 
百万円、「上場株式」２７，１８９百万円であります。（参考：「債券全体」
３１，７１３百万円）

　　　　　　 　VaRの運用に当たっては、３ゾーンアプローチによるバックテスティ
ングを実施しております。ただし、VaRは統計的に算出した一定の発生
確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

　　　　　ｂ　北海道銀行
　　　　　　 　北海道銀行において、主要な金利リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、「貸出金」、「債券」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」の
うちの金利スワップ取引、金利キャップ取引であります。特に金利リス
クの影響を受ける主たる金融資産及び金融負債については、指標となる
金利が１００ベーシス・ポイント（１．００％）上昇を想定した資産負債の時
価変動額（１００BPV）を算出しており、平成２３年３月３１日現在の当該時
価変動額は７，９８４百万円の減少と把握しております。当該時価変動額は、
金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他の
リスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想
変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可
能性があります。

　　　　　　 　北海道銀行は、金融資産及び金融負債について、統計的なリスク計測
手法であるVaRにより金利変動リスクや価格変動リスクを統一的に管理
することを主としております。なお、VaRの算出にあたっては、分散共
分散法（保有期間１２０日、信頼区間９９％、観測期間２５０営業日）を採用し
ております。

　　　　　　 　平成２３年３月３１日現在の市場リスク量（VaR）は、「貸出金」３９，６３１ 
百万円、「債券」３４，３９１百万円、「上場株式」１１，６４３百万円、「投資信託」
３，４０８百万円、「預金」４５，６８６百万円であります。

　　　　　　 　なお、VaRに基づく当該影響額については、リスク量を保守的に認識
するため、金利と株価等の市場価格との相関を考慮しておりません。ま
た、VaR計測モデルのバックテスティングを定期的に実施し、モデルの
妥当性を検証するなど適切なリスクの把握に努めております。ただし、
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VaRは統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測してお
り、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリス
クは捕捉できない場合があります。

　　③　流動性リスクの管理
　　　　 　「流動性リスク管理規定」に基づいて、運用・調達の状況を的確に把握し、

円滑な資金繰りに万全を期しております。具体的には、国債など資金化の容
易な支払準備資産を十分に確保するとともに、流動性リスク管理指標を各種
設定し、日々チェックしております。

　　　　 　また、万一危機が発生した場合は、危機の段階に応じた対応が取れるよう
に、流動性リスクの状況をALM委員会等で定期的に報告・管理する体制を
整備しております。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一
定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　　 　平成２３年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、重要
性の乏しいものは省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時　価 差　額

⑴　現金預け金 ４０６，８４８ ４０６，８４８ －
⑵　買入金銭債権（＊１） ８５，６５７ ８５，６５７ －
⑶　有価証券
　　満期保有目的の債券 ７８，６９５ ７９，３９４ ６９８
　　その他有価証券 ２，２１７，４６７ ２，２１７，４６７ －
⑷　貸出金 ７，２２４，６３６
　　貸倒引当金（＊１） △ ７５，６３９

７，１４８，９９６ ７，２３０，０１５ ８１，０１８

資産計 ９，９３７，６６６ １０，０１９，３８４ ８１，７１７
⑴　預金 ９，３４７，０５７ ９，３５６，６６０ ９，６０３
⑵　譲渡性預金 １４４，６８６ １４４，７０８ ２２
⑶　借用金 ３２７，７３８ ３２８，５７７ ８３９
負債計 ９，８１９，４８２ ９，８２９，９４６ １０，４６４
デリバティブ取引（＊２）
　①ヘッジ会計が適用されていないもの ６，９５９ ６，９５９ －
　②ヘッジ会計が適用されているもの （９３１） （９３１） （＊３）－
デリバティブ取引計 ６，０２８ ６，０２８ －

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。な
お、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結
貸借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を
一括表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は
純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で示して
おります。

（＊３） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体
として処理されているため、その時価は当該貸出金の時価に含めて記載してお
ります。
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（注１）　金融商品の時価の算定方法
　資産
　　⑴　現金預け金
　　　　 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期
間が１年以内であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

　　⑵　買入金銭債権
　　　　 　買入金銭債権のうち、投資家として購入した住宅ローン債権の信託受益

権、及び貸付債権の信託受益権については、取引金融機関から提示された価
格を時価としております。また、資産流動化の小口債権は、期間毎の市場金
利で割り引いた現在価値を算定しております。

　　⑶　有価証券
　　　　 　株式は期末前１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価格、債券は

取引所の価格又は公表されている価格、これらがない場合には合理的な見積
もりに基づいて算定された価格によっております。投資信託は、公表されて
いる基準価格によっております。

　　　　 　自行保証付私募債は、残存期間に基づく区分ごとに、信用リスクを加味し
た市場金利で割り引いた現在価値を算定しております。

　　　　 　変動利付国債の時価については、市場価格を時価とみなせない銘柄を当社
の基準により判断し、引き続き合理的に算定された価額をもって連結貸借対
照表計上額としております。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表
計上額とした場合に比べ、「有価証券」は７，４５３百万円増加、「繰延税金資産」
は３，０１１百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は４，４４２百万円増加して
おります。

　　　　 　変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もっ
た将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くこ
とにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な
価格決定変数であります。

　　　　 　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券
関係）」に記載しております。

　　⑷　貸出金
　　　　 　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するた

め、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利に
よるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を信用リスク等を加味した市場金利で割り引いて時価を算定してお
ります。なお、約定期間が１年以内のものは、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。

　　　　 　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見
積将来キャッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等
に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結
貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該
価額を時価としております。

　　　　 　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返
済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等か
ら、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価
としております。

　負債
　　⑴　預金及び⑵　譲渡性預金
　　　　 　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）

を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定
の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を
算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利
率を用いております。なお、預入期間が１年以内のものは、時価は帳簿価額
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と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
　　⑶　借用金
　　　　 　借用金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

当社及び連結子会社等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、
時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価とし
ております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金
の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価
値を算定しております。なお、約定期間が１年以内のものは、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　デリバティブ取引
　 　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ
等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引
（債券先物、債券先物オプション等）、商品関連取引であり、取引所の価格、割引現
在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。

（注２）　 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであ
り、金融商品の時価情報「資産⑵買入金銭債権」及び「資産⑶その他有価証
券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区　　　分 連結貸借対照表計上額
買入金銭債権（住宅ローン証券化における劣後受益権）（＊１） ２５，７９２
非上場株式（＊１）（＊２） ３０，３４４
非上場外国証券（＊１） ０

合　　　計 ５６，１３７

（＊１） 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象とはしておりません。

（＊２） 当連結会計年度において、非上場株式について５００百万円減損処理を行って
おります。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超　
３年以内

３年超　
５年以内

５年超　
７年以内 ７年超

預け金 ２８９，１０７ － － － －
買入金銭債権 １，８７２ １，０５０ － － ８２，４７９
有価証券
　満期保有目的の債券 ８，３８４ １８，７７２ ２３，５６３ １５，３６２ １２，７４５
その他有価証券のう
ち満期があるもの ２２９，６９３ ３９４，４１３ ４０７，８９７ １７５，３７４ ８６６，５８７

貸出金（＊） ２，２６３，８２４ １，４０３，０１４ １，０７０，８６４ ５３０，６２２ １，７２９，４０７

合　　計 ２，７９２，８８２ １，８１７，２４９ １，５０２，３２４ ７２１，３５８ ２，６９１，２１９

（＊） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予
定額が見込めない１８５，９１４百万円、期間の定めのないもの４０，９８８百万円は含め
ておりません。
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（注４）　借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超　
３年以内

３年超　
５年以内

５年超　
７年以内 ７年超

預金（＊） ７，９８０，１６５ １，１３３，８８１ ２２９，２６４ １，４１７ ２，３２８
譲渡性預金 １４４，６８６ － － － －
借用金 ２１３，１４４ ５３３ ２６０ ３２，５００ ８１，０００

合　　計 ８，３３７，９９６ １，１３４，４１５ ２２９，５２４ ３３，９１７ ８３，３２８

（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金
預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパー及
び信託受益権等が含まれております。
１．売買目的有価証券（平成２３年３月３１日現在）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）
売買目的有価証券 ４

２．満期保有目的の債券（平成２３年３月３１日現在）
（単位：百万円）

種　類 連結貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

国 債 １９，６５６ ２０，１０６ ４４９
社 債 ３０，５５１ ３０，９２０ ３６９
そ の 他 １，１９７ １，１９９ ２
小　計 ５１，４０５ ５２，２２７ ８２１

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国 債 ８，０６２ ８，０２５ △　　３６
社 債 １６，２２７ １６，１５３ △　　７４
そ の 他 ３，０００ ２，９８８ △　　１１
小　計 ２７，２９０ ２７，１６７ △　　１２２

合　　計 ７８，６９５ ７９，３９４ ６９８
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３．その他有価証券（平成２３年３月３１日現在）
（単位：百万円）

種　類 連結貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株 式 ６０，５１５ ４８，２６５ １２，２４９
債 券 １，５６２，４８１ １，５３８，１０５ ２４，３７５
国 債 ９１５，７１１ ９０２，３８３ １３，３２８
地方債 ３７５，９８４ ３６８，２９１ ７，６９２
社 債 ２７０，７８５ ２６７，４３０ ３，３５４
そ の 他 ９５，７７６ ９４，１４７ １，６２８
小　計 １，７１８，７７３ １，６８０，５１９ ３８，２５３

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株 式 ４６，６２１ ５９，３３７ △１２，７１５
債 券 ４５７，４４３ ４６１，２１９ △　３，７７６
国 債 ２９０，８０５ ２９３，２０６ △　２，４０１
地方債 ８７，０６０ ８７，７２８ △　６６７
社 債 ７９，５７７ ８０，２８４ △　　７０７
そ の 他 ８０，２６９ ８４，７１８ △　４，４４９
小　計 ５８４，３３３ ６０５，２７５ △２０，９４１

合　　計 ２，３０３，１０７ ２，２８５，７９４ １７，３１２

４．当連結会計年度中に売却したその他の有価証券（自　平成２２年４月１日　至　平成２３年３月３１日）
（単位：百万円）

売　却　額 売却益の合計額 売却損の合計額
株 式 １，８１８ ５２２ １１８
債 券 ９７０，７０４ ５，１５６ ２，６１８
国 債 ８６８，１９６ ３，６７８ ２，６１７
地 方 債 ６２，６９４ ４３９ ０
社 債 ３９，８１３ １，０３８ －
そ の 他 ３，９２１ ４６ １，０６９
合　計 ９７６，４４５ ５，７２５ ３，８０６

５．減損処理を行った有価証券
　　 　有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見
込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計
上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損
処理」という）しております。

　　 　当連結会計年度における減損処理額は、２，５６９百万円（株式２，２６１百万円、社債
３０８百万円）であります。

　　 　また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区分ご
とに次のとおりとしております。

破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先、要注意先

株式は時価が取得原価に比べ下落、債券は時価が取得原価に
比べ３０％超下落

正常先
時価が取得原価の５０％以上下落、又は、時価が取得原価の
３０％超５０％未満下落かつ市場価格が一定水準以下で推移等

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者であり、正常先とは、破綻
先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
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（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成２３年３月３１日現在）

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額　　　

運用目的の金銭の信託 ３，９９４ ３２

２．満期保有目的の金銭の信託（平成２３年３月３１日現在）
　　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２３年３月３１日現在）
　　該当ありません。
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第８期末　貸借対照表
（平成２３年３月３１日現在）

 （単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産 １３，５３３ 流 動 負 債 １０４

現 金 及 び 預 金 １２，０１９ 預 り 金 ３

前 払 費 用 １ 未 払 費 用 ３１

未 収 収 益 ２２ 未 払 配 当 金 ６５

未 収 還 付 法 人 税 等 １，４８３ 未 払 消 費 税 等 ４

そ の 他 ６ そ の 他 ０

固 定 負 債 １０，１５２

固 定 資 産 ２３７，８７２ 社 債 １０，０００

有 形 固 定 資 産 １ 役員退職慰労引当金 １５２

器 具 及 び 備 品 １ 負 債 の 部 合 計 １０，２５６

無 形 固 定 資 産 １ （純 資 産 の 部）

商 標 権 ０ 株 主 資 本 ２４１，１４９

ソ フ ト ウ ェ ア ０ 資 本 金 ７０，８９５

投 資 そ の 他 の 資 産 ２３７，８７０ 資 本 剰 余 金 １４２，０８７

関 係 会 社 株 式 ２２７，８７０ 資 本 準 備 金 ８２，０３４

関係会社長期貸付金 １０，０００ その他資本剰余金 ６０，０５２

そ の 他 ０ 利 益 剰 余 金 ２８，７３２

その他利益剰余金 ２８，７３２

繰越利益剰余金 ２８，７３２

自 己 株 式 △　５６５

純 資 産 の 部 合 計 ２４１，１４９

資 産 の 部 合 計 ２５１，４０６ 負債及び純資産の部合計 ２５１，４０６
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第８期　損益計算書
　平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

科　　　　目 金　　　　額

営 業 収 益 ８，１３０

関 係 会 社 受 取 配 当 金 ７，３６９

関 係 会 社 受 入 手 数 料 ７６１

営 業 費 用 ６６８

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６６８

営 業 利 益 ７，４６２

営 業 外 収 益 ２６６

関 係 会 社 貸 付 金 利 息 ２３１

そ の 他 の 営 業 外 収 益 ３５

営 業 外 費 用 ３５８

社 債 利 息 ２３０

社 債 発 行 費 ４９

事 務 委 託 費 ７７

そ の 他 の 営 業 外 費 用 ０

経 常 利 益 ７，３７０

特 別 損 失 ０

固 定 資 産 処 分 損 ０

税 引 前 当 期 純 利 益 ７，３７０

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 １

法 人 税 等 調 整 額 ４２

法 人 税 等 合 計 ４４

当 期 純 利 益 ７，３２６
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第８期　株主資本等変動計算書
　平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

株　主　資　本

純資産
合　計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　計資　本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

前事業年度末残高 ７０，８９５ ８２，０３４ ６０，０５３ １４２，０８８ ２７，８８１ ２７，８８１ △　５５４ ２４０，３１０ ２４０，３１０

当事業年度変動額

　剰余金の配当 － － － － △６，４７５ △６，４７５ － △６，４７５ △６，４７５

　当期純利益 － － － － ７，３２６ ７，３２６ － ７，３２６ ７，３２６

　自己株式の取得 － － － － － － △　　１３ △　　１３ △　　１３

　自己株式の処分 － － △　　　０ △　　　０ － － ２ １ １

　 株主資本以外の
項目の当事業年
度変動額（純額）

－ － － － － － － － －

当事業年度変動額
合計 － － △　　　０ △　　　０ ８５０ ８５０ △　　１０ ８３８ ８３８

当事業年度末残高 ７０，８９５ ８２，０３４ ６０，０５２ １４２，０８７ ２８，７３２ ２８，７３２ △　５６５ ２４１，１４９ ２４１，１４９
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　関係会社株式：移動平均法による原価法により行っております。
２．固定資産の減価償却の方法
　⑴　有形固定資産
　　　　有形固定資産については定率法を採用しております。
　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　　器具及び備品　４年～１０年
　⑵　無形固定資産
　　　　�商標権については、１０年間の均等償却を採用しております。
　　　�　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法により償却を行っております。
３．繰延資産の処理方法
　　　社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
４．役員退職慰労引当金の計上基準
　　�　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対
する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認めら
れる額を計上しております。

５．リース取引の処理方法
　　�　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年
４月１日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準
じた会計処理によっております。

６．消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更
（資産除去債務に関する会計基準）
　当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号平成２０年
３月３１日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第２１号平成２０年３月３１日）を適用しております。
　これによる損益計算書に与える影響はありません。

注記事項
（貸借対照表関係）
１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　７百万円
２．関係会社に対する金銭債権
　　　　　短期金銭債権　　　預金　　　　１２，０１８百万円
　　　　　　　　　　　　　　未収収益　　　　２２百万円

（損益計算書関係）
関係会社との取引高
　営業取引
　　営業収益　　　　　　　　　　　　　　８，１３０百万円
　　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　３５１百万円
　営業取引以外の取引高　　　　　　　　　　２３５百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
　当社の自己株式の種類及び株式数は、次のとおりであります。

（単位：千株）

前事業年度末
株 式 数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株 式 数 摘要

自己株式
　普通株式 １，９７６ ７６ ７ ２，０４４ 注１
　第１回第５種優先株式 － ０ － ０ 注２

合　計 １，９７６ ７７ ７ ２，０４５

注１　 普通株式の自己株式の株式数の増加７６千株は、単元未満株式の買取りによる増
加、減少７千株は、単元未満株主からの売渡請求による減少であります。

注２　 第１回第５種優先株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取
りによる増加であります。

（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　　　役員退職慰労引当金　　６１百万円
　　　繰越欠損金　　　　　　３９百万円　
　繰延税金資産小計　　　　　１００百万円
　　　評価性引当額　　　　　９６百万円　
　繰延税金資産合計　　　　　　４百万円
　繰延税金負債
　　　未収還付事業税　　　　　４百万円　
　繰延税金負債合計　　　　　　４百万円　
　　　繰延税金資産の純額　　－百万円　

（リース取引関係）
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、テレビ会議装置等については、所有権移転
外ファイナンス・リース契約により使用しております。
１． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及
び期末残高相当額

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額
器具及び備品 ８百万円 ６百万円 １百万円

２．未経過リース料期末残高相当額
　　　１年内　　　　　　１百万円
　　　１年超　　　　　　０百万円　
　　　合計　　　　　　　１百万円
３． 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当
額及び減損損失

　　　支払リース料　　　１百万円
　　　減価償却費相当額　１百万円
　　　支払利息相当額　　０百万円
４．減価償却費相当額の算定方法
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
５．利息相当額の算定方法
　　 　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期
への配分方法については、利息法によっております。

６．減損損失について
　　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（関連当事者との取引）
　子会社及び関連会社等　　　　

 （単位：百万円）

属性 会 社 等 の
名 称

議決権の所
有（被所有）
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 株式会社
北陸銀行

所有
直接１００％

経営管理
役員の兼任

資金の貸付
（注１） ８，０００ 関係会社

長期貸付
金

８，０００
資金の回収 ８，０００

貸付金利息の受取
（注２） １０１ 未収収益 １７

配当金の受取 ４，２９４ － －

経営管理料の受取
（注３） ４３７ － －

事務協力費の支払
（注４） １９９ － －

子会社 株式会社
北海道銀行

所有
直接１００％

経営管理
役員の兼任

資金の貸付
（注１） ２，０００ 関係会社

長期貸付
金

２，０００
資金の回収 １２，０００

貸付金利息の受取
（注２） １２９ 未収収益 ４

配当金の受取 ３，０７１ － －

経営管理料の受取
（注３） ２９１ － －

事務協力費の支払
（注４） １４６ － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
　注１　 資金の貸付は、劣後特約付の貸付で、返済条件は期間１０年、期日一括返済であ

ります。
　注２　金利は、当社の調達コストに基づいて、決定しております。
　注３　経営管理料は「グループ経営管理契約書」に基づいて受入しております。
　注４　事務協力費は当社への出向者の人件費であります。

（１株当たり情報）
１．１株当たり純資産額　　　　　　　１３４円３０銭
２．１株当たり当期純利益金額　　　　　４円１１銭

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。

（連結配当規制適用会社）
　該当事項はありません。

（その他）
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ほ

くほくフィナンシャルグループの平成２２年４月１日から平成２３年３月

３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ

いて監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算

書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ほくほくフィ

ナンシャルグループ及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

独立監査人の監査報告書
平成２３年５月９日

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
取 締 役 会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　由　水　雅　人　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　齊　藤　寿　徳　㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　五十嵐　康　彦　㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　石　尾　雅　樹　㊞
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成２３年５月９日

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式

会社ほくほくフィナンシャルグループの平成２２年４月１日から平成２３

年３月３１日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附

属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書

類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類

及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

 以　上　

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
取 締 役 会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　由　水　雅　人　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　齊　藤　寿　徳　㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　五十嵐　康　彦　㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　石　尾　雅　樹　㊞
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監査役会の監査報告書　謄本

　当監査役会は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第８
期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査
報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
１．　監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　 　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監
査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等およ
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　 　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査
の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努め
るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使
用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を
調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項お
よび第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況
を監視および検証いたしました。

　 　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および有限
責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価および監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 　子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通お
よび情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告および
その附属明細書について検討いたしました。

　 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を
実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）お
よびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）につい
て検討いたしました。

監　査　報　告　書
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以　上

２．　監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一 　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、

会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　二 　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは

定款に違反する重大な事実は認められません。
　　三 　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当である

と認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職
務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘す
べき事項は認められません。

　⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　 　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果

は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　 　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果

は相当であると認めます。

　　平成２３年５月１１日

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ　監査役会

常勤監査役　松　本　雅　登　㊞

社外監査役　南　　　義　弘　㊞

社外監査役　林　　　則　清　㊞

監　査　役　平　瀬　　　隆　㊞

（注）　 監査役石黒靖尋は平成２３年１月１３日に逝去のため退任し、同
日、補欠監査役平瀬隆が監査役に就任いたしました。
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【ご参考】
１．株式会社北陸銀行の決算概要

第１０４期末　貸借対照表（要約）
（平成２３年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科　　　　目 金　額 科　　　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 ２５０，４９３ 預 金 ５，３２７，９５３

コ ー ル ロ ー ン ２４，５６２ 譲 渡 性 預 金 １１１，９６８

買 入 金 銭 債 権 １１１，４３１ コ ー ル マ ネ ー ２０，０００

特 定 取 引 資 産 ６，９６６ 特 定 取 引 負 債 ２，６９０

有 価 証 券 １，２１７，５０８ 借 用 金 ２５２，５３８

貸 出 金 ４，２５２，３２９ 外 国 為 替 ７７

外 国 為 替 ６，１４９ そ の 他 負 債 ６５，３００

そ の 他 資 産 ６０，３３３ 退 職 給 付 引 当 金 ９０

有 形 固 定 資 産 ８４，４０５ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ２３１

無 形 固 定 資 産 ６，０５７ 偶 発 損 失 引 当 金 ２，１４５

繰 延 税 金 資 産 ４１，９５５ 睡眠預金払戻損失引当金 １，２０７

支 払 承 諾 見 返 ５９，２８８ 再評価に係る繰延税金負債 ８，９０１

貸 倒 引 当 金 △　４２，４７８ 支 払 承 諾 ５９，２８８

負 債 の 部 合 計 ５，８５２，３９２

（純 資 産 の 部）

資 本 金 １４０，４０９

資 本 剰 余 金 １４，９９８

資 本 準 備 金 １４，９９８

利 益 剰 余 金 ５０，７５８

利 益 準 備 金 ６，００３

その他利益剰余金 ４４，７５４

繰 越 利 益 剰 余 金 ４４，７５４

株 主 資 本 合 計 ２０６，１６６

その他有価証券評価差額金 １１，７５７

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 　　　　　３

土 地 再 評 価 差 額 金 ８，６８３

評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 ２０，４４３

純 資 産 の 部 合 計 ２２６，６０９

資 産 の 部 合 計 ６，０７９，００２ 負債及び純資産の部合計 ６，０７９，００２
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第１０４期　損益計算書（要約）
　平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

科　　　　　　　目 金　　　　　額

経 　 　 常 　 　 収 　 　 益 １０８，８８７

資 金 運 用 収 益 ８４，０７９

（う ち 貸 出 金 利 息） （６９，１３１）

（う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金） （１２，５０５）

役 務 取 引 等 収 益 １９，９５９

特 定 取 引 収 益 １，１４３

そ の 他 業 務 収 益 １，４８０

そ の 他 経 常 収 益 　　 ２，２２４　　

経 　 　 常 　 　 費 　 　 用 ８５，９７１

資 金 調 達 費 用 １１，０１３

（う ち 預 金 利 息） （８，０７６）

役 務 取 引 等 費 用 ７，０６０

そ の 他 業 務 費 用 ６４６

営 業 経 費 ５６，１００

そ の 他 経 常 費 用 　　 　１１，１５０　　 　　 　　　　　　　　　

経 　 　 常 　 　 利 　 　 益 ２２，９１５

特 　 　 別 　 　 利 　 　 益 ２７

特 　 　 別 　 　 損 　 　 失 　　　１，７４４　　

税 引 前 当 期 純 利 益 ２１，１９８

法 人 税， 住 民 税 及 び 事 業 税 ８７

過 年 度 法 人 税 等 ３８１

過 年 度 法 人 税 等 戻 入 額 △　　　５１

法 人 税 等 調 整 額 　　　８，８６２　　

法 人 税 等 合 計 　　　９，２８０　　

当 期 純 利 益 １１，９１８
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２．株式会社北海道銀行の決算概要

第９１期末　貸借対照表（要約）
（平成２３年３月３１日現在）

（単位：百万円）

科　　　　目 金　額 科　　　　目 金　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 １５６，０６０ 預 金 ４，０４３，８０９

コ ー ル ロ ー ン ６２，４９４ 譲 渡 性 預 金 ４０，１１７

商 品 有 価 証 券 ２，３３６ 借 用 金 １００，１００

金 銭 の 信 託 ３，９９４ 外 国 為 替 ５３

有 価 証 券 １，０９７，６６５ 社 債 １５，０００

貸 出 金 ２，９８８，８２５ そ の 他 負 債 ５９，５７５

外 国 為 替 ７，０８５ 退 職 給 付 引 当 金 ７，３４６

そ の 他 資 産 ７０，７３０ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １２３

有 形 固 定 資 産 ３２，０５４ 偶 発 損 失 引 当 金 ６２６

無 形 固 定 資 産 １，８４２ 睡眠預金払戻損失引当金 ６４３

繰 延 税 金 資 産 ２１，８９６ 支 払 承 諾 ２７，５８１

支 払 承 諾 見 返 ２７，５８１ 負 債 の 部 合 計 ４，２９４，９７７

貸 倒 引 当 金 △２４，０４７ （純 資 産 の 部）

資 本 金 ９３，５２４

資 本 剰 余 金 １６，７９５

資 本 準 備 金 １６，７９５

利 益 剰 余 金 ３９，０７９

利 益 準 備 金 ４，９５６

その他利益剰余金 ３４，１２２

繰 越 利 益 剰 余 金 ３４，１２２

株 主 資 本 合 計 １４９，３９８

その他有価証券評価差額金 ４，１４４

評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 ４，１４４

純 資 産 の 部 合 計 １５３，５４２

資 産 の 部 合 計 ４，４４８，５１９ 負債及び純資産の部合計 ４，４４８，５１９
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第９１期　損益計算書（要約）
　平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで　

 （単位：百万円）

科　　　　　　　目 金　　　　　額

経 　 　 常 　 　 収 　 　 益 ８７，００２

資 金 運 用 収 益 ６４，１７５

（う ち 貸 出 金 利 息） （５３，３０６）

（うち 有 価 証 券 利 息 配 当 金） （１０，５４３）

役 務 取 引 等 収 益 １５，０３４

そ の 他 業 務 収 益 ６，４２０

そ の 他 経 常 収 益 　　　１，３７２　　

経 　 　 常 　 　 費 　 　 用 ７２，８８８

資 金 調 達 費 用 ６，５０１

（う ち 預 金 利 息） （５，０９０）

役 務 取 引 等 費 用 ７，０９６

そ の 他 業 務 費 用 ２，８５６

営 業 経 費 ４７，０２５

そ の 他 経 常 費 用 　 　９，４０８　　 　　 　　　　　　　　　

経 　 　 常 　 　 利 　 　 益 １４，１１３

特 　 　 別 　 　 利 　 　 益 １１

特 　 　 別 　 　 損 　 　 失 　　　　２３４　　

税 引 前 当 期 純 利 益 １３，８９０

法 人 税， 住 民 税 及 び 事 業 税 ４，７５３

法 人 税 等 調 整 額 　　　 １，３６９　　

法 人 税 等 合 計 　　　６，１２３　

当 期 純 利 益 ７，７６７

 以　上　
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　第１号議案　剰余金の配当の件
　�　当社は、傘下の銀行等のグループ企業の事業の公共性に鑑み、長期にわ
たる経営基盤の確保に努め、安定的な配当を行うことを基本方針としてお
ります。

　�　当期の期末配当につきましては、当期業績を勘案するとともに、経営体
質の強化のため、内部留保充実にも意を用い、普通株式１株につき２５銭増
配し、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

　１．配当財産の種類
　　　　金銭
　２．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
　　　　普通株式１株につき　金３円７５銭� 総額　５，２１０，９４９，３６１円
　　　　第１回第５種優先株式１株につき　金７円５０銭� 総額　　８０５，７３４，６７５円

合計　６，０１６，６８４，０３６円
　　　　　なお、当期は普通株式の中間配当は行っておりません。
　　　　�　また、第１回第５種優先株式の配当金は、中間配当・期末配当と

も所定の７円５０銭です。
　３．剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　平成２３年６月２７日（月）
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　第２号議案　取締役８名選任の件
　�　取締役全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了とな
りますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

１ 髙
たか

　木
ぎ

　繁
しげ

　雄
お

（昭和２３年４月２日生）

昭和４６年４月　株式会社北陸銀行入行
平成８年６月　 同　総合企画部長兼秘書室長兼主計

室長
平成１０年６月　 同　取締役総合企画部長兼秘書室長

兼主計室長
平成１２年１月　同　取締役総合企画部長兼秘書室長
平成１４年６月　同　代表取締役頭取
　　　　　　　現在に至る
平成１５年９月　当社代表取締役社長
　　　　　　　現在に至る
平成２１年４月　富山経済同友会代表幹事
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行代表取締役頭取
富山経済同友会代表幹事

普通株式
１０２，０００株

２ 堰
せき

　八
はち

　義
よし

　博
ひろ

（昭和３０年５月２６日生）

昭和５４年４月　株式会社北海道銀行入行
平成１１年７月　 同　経営企画グループ調査役グループ

リーダー
平成１３年６月　同　取締役執行役員
平成１４年６月　同　代表取締役執行役員
平成１５年６月　同　代表取締役頭取
　　　　　　　現在に至る
平成１６年９月　当社代表取締役副社長
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北海道銀行代表取締役頭取

普通株式
３９，２００株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

３ 川
かわ

　合
い

　　　哲
さとし

（昭和２３年１０月２６日生）

昭和４６年４月　株式会社北陸銀行入行
平成８年６月　同　支店部長
平成１０年６月　同　取締役支店部長兼営業企画室長
平成１１年６月　同　取締役本店営業部長
平成１４年６月　同　専務取締役
平成１５年９月　当社代表取締役
平成１６年６月　株式会社北陸銀行代表取締役副頭取
　　　　　　　現在に至る
平成１６年９月　当社取締役
　　　　　　　株式会社北海道銀行取締役（非常勤）
　　　　　　　現在に至る
平成２１年６月　当社取締役（監査グループ副担当）
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行代表取締役副頭取

普通株式
８５，０００株

４ 笹
ささ

　原
はら

　晶
まさ

　博
ひろ

（昭和３２年２月２１日生）

昭和５４年４月　株式会社北海道銀行入行
平成１３年６月　同　月寒支店長
平成１４年７月　 同　営業企画グループ調査役グループ

リーダー
平成１５年５月　同　執行役員
平成１５年６月　同　取締役執行役員
平成１７年６月　 同　取締役執行役員常務（営業部門長）
平成１７年１０月　 同　取締役執行役員常務（営業部門

長兼法人営業部長）
平成１８年６月　同　取締役常務執行役員（営業部門長）
平成２２年６月　同　代表取締役副頭取
　　　　　　　現在に至る
　　　　　　　当社取締役
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北海道銀行代表取締役副頭取

普通株式
１２，６００株

－－－５１



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

５ 岩
いわ

　﨑
さき

　民
たみ

　憲
のり

（昭和２４年２月１７日生）

昭和４６年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１０年６月　同　融資第一部長
平成１３年６月　同　理事福井支店長
平成１５年４月　同　執行役員福井支店長
平成１５年６月　 同　常務執行役員福井地区事業部本

部長兼福井支店長
平成１５年９月　 同　常務執行役員福井地区事業部本

部長
平成１６年４月　 同　常務執行役員福井地区事業部本

部長兼名阪地区事業部本部長
平成１８年６月　 同　取締役常務執行役員福井地区事

業部本部長兼名阪地区事業部副本部長
平成１９年６月　 同　取締役常務執行役員福井地区事

業部本部長
平成２１年４月　 同　取締役常務執行役員福井地区事

業部副本部長
平成２１年６月　同　取締役専務執行役員
　　　　　　　現在に至る
　　　　　　　当社取締役
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行取締役専務執行役員

普通株式
３６，０００株

６ 木
き

　谷
たに

　哲
てつ

　也
や

（昭和３１年１１月１１日生）

昭和５４年４月　株式会社北海道銀行入行
平成１０年４月　同　鳥取支店長
平成１２年４月　同　リスク管理グループ調査役
平成１３年６月　同　北二十四条支店長
平成１５年４月　同　本店営業部副本店長
平成１７年６月　同　札幌駅前支店長
平成２０年６月　同　執行役員（融資部門長兼融資部長）
平成２１年６月　 同　常務執行役員（融資部門長兼融

資部長）
平成２２年６月　 当社取締役（リスク管理・監査グループ

担当）
　　　　　　　現在に至る
　　　　　　　株式会社北陸銀行取締役（非常勤）
　　　　　　　現在に至る

普通株式
１３，０００株

－－５２



候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

７ 庵
いほり

　　　栄
えい

　伸
しん

（昭和３１年８月２０日生）

昭和５４年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１６年６月　同　総合企画部担当部長
平成１６年９月　同　総合企画部担当部長（当社出向）
平成１７年６月　同　総合企画部部長（当社出向）             
平成２１年６月　同　取締役執行役員
　　　　　　　当社取締役（企画・総務グループ担当）
　　　　　　　現在に至る
平成２２年６月　株式会社北陸銀行常務執行役員
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行常務執行役員

普通株式
４４，０００株

８ 大
おお

　島
しま

　雄
ゆう

　次
じ

（昭和４年１０月２５日生）

昭和２９年１０月　安田生命保険相互会社入社
昭和５４年７月　同　取締役営業推進部長
昭和５８年２月　同　常務取締役営業推進部長
昭和５８年４月　同　常務取締役大阪本部長
昭和６１年４月　同　常務取締役資産運用本部長
昭和６３年４月　同　代表取締役専務資産運用本部長
平成元年４月　同　代表取締役専務営業本部長
平成２年４月　同　代表取締役専務営業総局長
平成３年４月　同　代表取締役副社長営業総局長
平成５年４月　同　代表取締役社長
平成１１年４月　同　代表取締役会長
平成１６年１月　 合併により、明治安田生命保険相互

会社に改称　相談役
平成１６年９月　当社取締役（非常勤）
　　　　　　　現在に至る
平成１７年１２月　明治安田生命保険相互会社特別顧問
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
明治安田生命保険相互会社特別顧問

普通株式

２６，０００株

（注）　１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．社外取締役候補者に関する記載事項
　　　　⑴�　大島雄次氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所

および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、上述の取引所に届け出
ております。

　　　　⑵�　同氏は、長年にわたり安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の経
営に携わり、その経歴を通じ培った金融機関経営の専門家としての経験・見識からの
視点に基づく経営の監督とチェック機能の発揮を通じて当社経営に資するところが大
きいと判断し、社外取締役候補者とするものであります。

　　　　⑶�　同氏は、平成１６年９月１日から当社の社外取締役であり、本株主総会の終結のとき
までの在任期間は６年１０か月となるものであります。

　　　　⑷�　当社は、同氏との間で、会社法第４２３条第１項の損害賠償責任の責任限度額を、同
法第４２５条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定
であります。

－－５３



　第３号議案　監査役２名選任の件
　�　監査役　松本雅登氏および平瀬隆氏の両氏より、本定時株主総会終結の
時をもって辞任したい旨の申し出がございましたので、新たに監査役２名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　�　本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

１ 須
す

　河
がわ

　孝
こう

　一
いち

（昭和３０年６月２０日生）

昭和５３年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１０年４月　同　野々市支店長
平成１２年１月　同　長野支店長
平成１４年６月　同　金沢中央支店長
平成１６年６月　同　名古屋支店長
平成１９年６月　同　経営管理部担当部長
平成２０年６月　同　武生支店長
平成２２年４月　�同　石川地区事業部副本部長兼金沢

支店長
　　　　　　　現在に至る

普通株式
１４，０００株

２ 前
まえ

　泉
いずみ

　洋
よう

　三
ぞう

（昭和２４年５月４日生）

昭和４８年４月　北海道瓦斯株式会社入社
平成１０年６月　�同　取締役企画部長兼業務改革活動

推進プロジェクトチームリーダー
平成１１年６月　�同　取締役企画部長・情報システム

室長
平成１２年６月　同　常務取締役企画部長
平成１４年６月　同　代表取締役社長
平成１８年６月　同　代表取締役社長
　　　　　　　社長執行役員
平成２０年４月　同　取締役相談役
平成２０年６月　同　相談役
　　　　　　　現在に至る
平成２２年６月　北海道経営者協会会長
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
北海道経営者協会会長

－

（注）　１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．社外監査役候補者に関する記載事項
　　　　⑴　前泉洋三氏は、社外監査役候補者であります。
　　　　⑵�　同氏は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外監査役とし

て経営の監視や適切な助言をいただけるものとして、選任をお願いするものであります。
　　　　⑶�　同氏が取締役に就任しておりました北海道瓦斯株式会社は、平成１９年１月に北海道

北見市において発生したガス漏れによる事故等に関して、同年４月に、経済産業省原
子力安全・保安院長から厳重注意を、また、北海道産業保安監督部長より、ガス事業
法に基づく保安規程の変更命令を受けております。

　　　　⑷�　同氏が監査役に就任した場合は、会社法第４２３条第１項の損害賠償責任の責任限度
額を、同法第４２５条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予
定であります。

－－５４



　第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　�　定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１
名の選任をあらかじめお願いいたしたいと存じます。当該補欠者について
は、監査役の員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は前任者の残
存任期といたします。またこの補欠者に関する決議の効力は、選任後４年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時
までといたします。
　�　なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を
得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさ
せていただきます。
　　本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の種
類および数

平
ひら

　瀬
せ

　　　隆
たかし

（昭和２８年１２月５日生）

昭和５１年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１９年６月　同　監査部長
平成２０年１月　同　営業推進本部副本部長兼金融公金部長
平成２１年６月　同　常任監査役
　　　　　　　現在に至る
　　　　　　　当社補欠監査役
平成２３年１月　当社監査役（非常勤）
　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行常任監査役

普通株式
３１，１８９株

（注）　候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－－５５



　第５号議案　退任監査役に対する弔慰金および退職慰労金贈呈の件
　�　平成２３年１月に逝去されました故監査役石黒靖尋氏、本総会終結の時を
もって監査役を辞任されます松本雅登氏に対し、在任中の功労に報いるた
め、当社所定の基準に従い、　総額２，１５０万円の弔慰金および退職慰労金を
贈呈したいと存じます。
　�　また、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の
協議にご一任願いたいと存じます。
　　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名 略　　　歴

石
いし

　黒
ぐろ

　靖
やす

　尋
ひろ 平成１６年９月　当社監査役

平成２３年１月　逝去

松
まつ

　本
もと

　雅
まさ

　登
と 平成２１年６月　当社監査役

　　　　　　　現在に至る

　�　なお、石黒靖尋氏の退任により、補欠監査役から監査役へ就任いたしま
した平瀬隆氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますが、引き
続き株式会社北陸銀行常任監査役を続けますので、当社からの退職慰労金
は贈呈しないこととし、議案の上程は行っておりません。

以　上

－－５６



電磁的方法による議決権行使について

１．インターネットによる議決権行使について
　　 　当社所定の議決権行使ウェブサイト（http : //www.it-soukai.com/）

にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決
権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にし
たがって、平成２３年６月２３日（木曜日）午後５時１０分までに、議案に対
する賛否をご入力ください。

　　 　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、以下の事項
をご留意くださいますようお願い申しあげます。

　　（ご注意事項）

　　　⑴ 　上述のウェブサイトは、午前３時から午前５時までの２時間は、
運用を休止させていただきます。

　　　⑵ 　３０分以上オペレーションをしないまま放置いたしますと、セキ
ュリティ上ログインが無効となり、システムエラーが発生いたしま
す。 長時間ご使用の際は、お気をつけください。

　　　⑶ 　セキュリティ保持のため、パスワードは定期的に変更されること
をお奨めいたします。

　　　⑷　半角で、大文字（ABC）と小文字（abc）は区別してください。
　　　⑸ 　インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）

は、株主様のご負担となります。
　　（ご利用環境）

　　　⑴パソコン
　　　　 　Windows®機種（携帯電話、PDA、ゲーム機等には対応しており

ません。）
　　　⑵ブラウザ
　　　　　Microsoft® Internet Explorer５．５以上
　　　　　 　通常はそのままご利用できますが、設定を変更している場合

は、以下の点をご確認の上、ご利用ください。
　　　　　　＊Internet Explorer

　　　　　　　－SSL３．０の使用を有効にしてください。
　　　　　　　－Cookieの使用を有効にしてください。
　　　　　　　－アクティブスクリプトの使用を有効にしてください。
　　　⑶インターネット環境
　　　　　プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境

－－５７



　　　⑷画面解像度
　　　　　１０２４×７６８以上をご推奨いたします。
　　　※ 　Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に

おける登録商標または商標です。

（セキュリティについて）

　⑴ 　行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）
技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

　⑵ 　議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワード
は、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られな
いようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わ
せすることはございません。

（パソコンの操作方法等に関する専用お問い合わせ先）

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
電話番号　０１２０−７６８５２４（フリーダイヤル）
受付時間　９：００～２１：００（土日祝日を除く）

２．議決権電子行使プラットフォームについて
　　 　管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきま

しては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが
運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた
場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法と
して、上記１のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラット
フォームをご利用いただくことができます。

　　 　なお、当該プラットフォーム利用時における議決権行使環境（議決権
行使期間等）につきましては、当該プラットフォーム上におけるログイ
ン後の画面等をご参照ください。

　　 　また、当該プラットフォーム利用に際してのインターネットに関する
費用（プロバイダー接続料金、通信料等）については、上述の株主様の
ご負担となります。

以　上　
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MEMO



定時株主総会会場ご案内
会場　富山市堤町通り一丁目２番２６号　　
　　　株式会社北陸銀行本店　６階会議室

富山城址公園 

西町 グランド 
プラザ前 

荒町 

桜橋 

富山駅前 

中央通り 

電鉄富山駅 
JR 富山駅 

北陸銀行 
本　　店 

国
 道
  
 号
 線
 

41 

交通機関　ＪＲ富山駅から徒歩約２０分
　　　　　市内電車利用の場合は
　　　　　　南富山駅前行き「西町」下車、徒歩約２分
　　　　　　環状線「グランドプラザ前」下車、徒歩約４分

○  当日は銀行駐車場の使用ができませんので、公共交通機関等をご利用いた
だきますようお願い申しあげます。

札幌中継会場のご案内
当札幌中継会場は株主総会の会場ではございません。
富山の定時株主総会会場の模様を映像でご覧いただけます。

会場　札幌市中央区北４条西６丁目
　　　ホテルポールスター札幌　２階ホール
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交通機関　札幌駅から徒歩約５分
　　　　　地下鉄大通駅から徒歩約１０分

○  駐車スペースが限られておりますので、公共交通機関等をご利用いただきま
すようお願い申しあげます。


